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また、１８歳未満の年少者は深夜労働（午後１０時から翌日午前５時まで）も

禁止されています。ただし、病院等の一部業種では、深夜労働が認められて

います。また、１６歳以上の男性に限り、定期的に昼間勤務と夜間勤務を替え

る交替制によって働かせることも認められています。 

※ 妊産婦についても、時間外や深夜労働等が制限される場合があります

（Ｐ７５参照） 
 

７７  年年次次有有給給休休暇暇（（年年休休））（（労労基基法法３３９９条条）） 

労働者が心身の疲労回復のために、休養したりレジャーを楽しんだりしよう

とするときに、休日のほかに有給で休むことができるのが「年休（年次有給休

暇）」です。 

この年次有給休暇は、雇入れの日から６か月継続勤務し、勤務すべき日の

８割以上出勤（育児休業や介護休業を取得した期間は出勤したものとして取

り扱われます）すれば１０日、その後は１年勤続するごとに１日ずつ増加し、３

年６か月目からは２日ずつ増加して最高２０日まで付与されます。 

これは労基法で定められている最低の基準ですから、雇入れの日から付

与するなど労基法を上回る制度を設けることもできます。 

また、労働者が年次有給休暇を取得したことに対して、精皆勤手当・賞与

などの賃金の減額、その他の不利益な取扱いをしてはいけません。 

なお、パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者について

は、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。 

 

（（１１））年年次次有有給給休休暇暇のの付付与与日日数数（（労労基基法法３３９９条条２２項項））  

アア  一一般般のの労労働働者者（週所定労働時間が３０時間以上、若しくは週所定労働

日数が５日以上又は年間所定労働日数が２１７日以上の場合） 

継続勤務年数 ６月 １年６月 ２年６月 ３年６月 ４年６月 ５年６月 ６年６月以上 

付 与 日 数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

イイ  認認定定職職業業訓訓練練をを受受けけるる未未成成年年者者（（労労基基法法７７２２条条））ででウウのの該該当当者者をを除除

くく労労働働者者 

継続勤務年数 ６月 １年６月 ２年６月 ３年６月 ４年６月 ５年６月以上 

付 与 日 数 １２日 １３日 １４日 １６日 １８日 ２０日 
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ウウ  週週所所定定労労働働時時間間がが３３００時時間間未未満満のの労労働働者者  

週 所 定 
労働日数 

年間所定 
労働日数 

雇入れの日からの継続勤務年数 

６月 １年６月 ２年６月 ３年６月 ４年６月 ５年６月 ６年６月以上 

４日 １６９～２１６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

３日 １２１～１６８日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

２日 ７３～１２０日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

１日 ４８～７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

※ ウにおいて、週以外の期間を単位として所定労働日数が定められている場合
は年間所定労働日数により決まります。 

※ 付与日数は、基準日における所定労働日数で決まります。途中で所定労働日
数が変わってもその年は変更ありません。 

※ 週所定労働日数が５日以上であれば、１日の所定労働時間が１時間でも所定
の日数が付与されます。 

※ 表中太枠で囲った部分に該当する労働者は、「年５日の年次有給休暇の確実
な取得」の対象となります。 

 

（（２２））年年５５日日のの年年次次有有給給休休暇暇のの確確実実なな取取得得（（労労基基法法３３９９条条７７項項））  

使用者は、年次有給休暇が１０日以上付与されている労働者に対し、年

次有給休暇を付与した日（基準日）から１１年年以以内内にに５５日日について取得時季

を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。 

なお、時季指定にあたっては、 

・ 労働者の希望に沿った取得時季になるよう、労働者の意見を聴取し

なければなりません。 

・ 既に有給休暇を取得している場合、計画年休制度導入の場合はその

日数は除算されます。 

・ 時季指定の対象者の範囲、時季指定の方法等を就業規則に記載す

る必要があります。 

※ 使用者は年次有給休暇管理簿を作成し、５年間（当分の間３年間）

保存しなければなりません。 

 

（（３３））計計画画的的付付与与制制度度（（計計画画年年休休））（（労労基基法法３３９９条条６６項項））  

就業規則に規定し、労使協定を締結することにより、使用者は労働者

に、計画的に休暇取得日を割り振る事が可能です。ただし、労働者が自ら

請求・取得できる年次有給休暇を最低５日残す必要があります。 
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（（４４））時時季季指指定定権権とと時時季季変変更更権権（（労労基基法法３３９９条条５５項項））  

年次有給休暇は、労働者が事前に休む日を申し出るだけでよく（時季指

定権）、どのような目的に使っても自由です。一方、使用者は、請求された

日に休暇を与えると、事業全体が正常に運営できないという客観的な事情

があるときに限って、他の日に変更することができます（時季変更権）。 

 

（（５５））年年次次有有給給休休暇暇のの繰繰越越（（労労基基法法１１１１５５条条））  

年次有給休暇の請求権は２年間で、与えられた年に取得しなかった年

次有給休暇は、翌年に繰り越して取得することができます。 

 

（（６６））時時間間単単位位ででのの取取得得（（労労基基法法３３９９条条４４項項））  

事業場で労使協定を締結すれば、１年に５日分を限度として時間単位

で取得できます。なお、年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位

で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。 

 

（（７７））年年次次有有給給休休暇暇のの賃賃金金（（労労基基法法３３９９条条９９項項）） 

年次有給休暇に対して支払うべき賃金については、下記のいずれかの

算定方法から選択し、就業規則に定めておく必要があります。ただし、ウを

選択する場合については、労使協定の締結が必要となります。 

ア 平均賃金 

イ 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 

ウ 健康保険法による標準報酬日額（標準報酬月額÷30）に相当する金額 

 

８８  休休職職・・休休業業  

（（１１）） 休休職職  

休職とは、労働者が病気やケガ等で働けない場合、雇用契約そのもの

は維持したまま一定の期間労務に従事することを免除（禁止）する制度で

す。 

法律上、休職に関する定めはなく、制度を設ける場合は、就業規則等に

定めることが適切と考えられます。 

休職期間中の賃金支払いについては、就業規則等の定めによります。 
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